
検討会の開催に係る規定等について

○ 児童福祉法等の一部を改正する法律（平成 28 年法律第 63 号）（抄）

附 則

（検討等）

第二条 政府は、この法律の施行後速やかに、児童の福祉の増進を図る観点か

ら、特別養子縁組制度の利用促進の在り方について検討を加え、その結果に

基づいて必要な措置を講ずるものとする。

２ 政府は、この法律の施行後速やかに、児童福祉法第六条の三第八項に規定

する要保護児童（次項において「要保護児童」という。）を適切に保護するた

めの措置に係る手続における裁判所の関与の在り方について、児童虐待の実

態を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものと

する。

３ 政府は、この法律の施行後二年以内に、児童相談所の業務の在り方、第一

条の規定による改正後の児童福祉法第二十五条第一項の規定による要保護児

童の通告の在り方、児童及び妊産婦の福祉に関する業務に従事する者の資質

の向上を図るための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措

置を講ずるものとする。

４ 政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、

この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、改正後の

各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる

ものとする。

○ ニッポン一億総活躍プラン（平成 28 年６月２日閣議決定）（抄）

３．「希望出生率 1.8」に向けた取組の方向

（２）すべての子供が希望する教育を受けられる環境の整備

（ひとり親家庭や多子世帯等への支援）

児童虐待の問題に社会全体で対応し、児童の最善の利益が優先して考慮され

るよう、児童相談所の専門性強化等による発生時の迅速・的確な対応に加え、

予防から児童の自立支援（家庭養護の推進等）に至るまでの総合的な対策を進

める。これを踏まえ、児童保護手続における裁判所の関与の在り方や、特別養

子縁組制度の利用促進の在り方について検討し、必要な措置を講ずる。
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